
申込書に添付する書類 ＊他の金融機関等への返済のための貸付はできません。

・貸付事業における個人情報に関する同意書

・貸付事業における借人状況等申告書

・貸付の審査にあたり支部長が必要と認める書類

①売買契約書の写

②敷地の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２

③確認済証の写

④住宅の平面図

①売買契約書の写

②敷地の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２

③住宅の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２

④住宅の平面図

①工事請負契約書の写

②敷地の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２及び敷地の名義人の工事承諾書の写

③確認済証の写及び建築確認申請書副の写し

④住宅の平面図

①工事請負契約書の写

②敷地の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２及び敷地の名義人の工事承諾書の写

③住宅の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２

④確認済証の写及び建築確認申請書副の写し

⑤住宅の平面図

①売買契約書の写

②敷地の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２及び敷地の名義人の工事承諾書の写

③住宅の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２（新築中のもので未登記の場合は確認済証の写）

④住宅の平面図

①工事請負契約書の写

②住宅の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２及び住宅の名義人の工事承諾書の写

③修理箇所の図面又は写真

①賃貸借契約書の写

②住宅の平面図

①売買契約書の写

②敷地の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２

③住宅新築工事に係る誓約書

①賃貸借契約書の写

②住宅新築工事に係る誓約書

①工事請負契約書の写

②修理箇所の図面又は写真

③市区町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書

④敷地の登記事項証明書（旧登記簿謄本）　注２及び敷地の名義人の工事承諾書の写

（注２） 登記事項証明書（旧登記簿謄本）は、３ヶ月以内のもので原本とする。

登記事項証明書（旧登記簿謄本）は、全部事項証明書又は現在事項証明書とする。

購入

借入れ

補修

　住宅災害貸付又は貸付規程第８条第３項（住宅貸付の特例）による住宅貸付の場合は、上記に掲げる書類のほか、市区
町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書を添付すること。

　介護構造部分に係る貸付の場合は、上記に掲げる書類のほか、①在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書、②介護構
造部分の必要額が確認できる書類又は住宅金融支援機構の「バリアフリー住宅」に適合した仕様である旨の業者の証明を
添付すること。
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